
年に 1 度の健康チェック！ 受けよう特定健診！
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清
川
村
は
、
首
都
圏
50
㎞
圏
内
の
神
奈

川
県
北
西
部
の
東
丹
沢
山
麓
に
位
置
し
、

東
西
12
･６
㎞
・
南
北
９
㎞
、
総
面
積
は
 

71
･24
㎢
で
、
人
口
は
２
９
２
１
人
（
令
和

２
年
２
月
29
日
現
在
）
で
、
緩
や
か
な
減
少

傾
向
に
あ
り
、
高
齢
化
率
は
35
･２
％
と
、

県
内
で
は
高
い
水
準
に
あ
る
県
内
唯
一
の

村
で
す
。 

　
総
面
積
の
う
ち
89
％
が
山
林
で
占
め
ら

れ
、
気
候
は
比
較
的
温
暖
で
自
然
動
植
物

の
宝
庫
で
も
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
村
内
全
域

が
丹
沢
大
山
国
定
公
園
と
県
立
自
然
公
園

に
指
定
さ
れ
、
県
の
天
然
記
念
物
で
あ
る

モ
ミ
の
原
生
林
や
豊
か
な
ブ
ナ
林
に
育
ま

れ
た
清
流
が
、
中
津
川
や
小
鮎
川
の
渓
流

を
つ
く
り
、
四
季
折
々
の
美
し
い
景
観
を

楽
し
む
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

　
ま
た
、
県
民
の
水
が
め
と
し
て
平
成
12

年
に
完
成
し
た
宮
ヶ
瀬
ダ
ム
に
よ
り
約
２

億
ト
ン
の
水
を
湛
え
る
宮
ヶ
瀬
湖
を
有

し
、
湖
畔
園
地
等
で
は
多
く
の
イ
ベ
ン
ト

が
開
催
さ
れ
、
東
名
高
速
道
路
や
圏
央
道

を
利
用
し
て
多
く
の
人
が
訪
れ
る
観
光
地

と
な
っ
て
い
ま
す
。 

　
さ
て
、
本
村
の
国
民
健
康
保
険
に
つ
い

て
は
、
被
保
険
者
数
が
減
少
し
、
保
険
料
収

入
も
減
少
傾
向
に
あ
り
ま
す
が
、
一
方
で

被
保
険
者
の
高
齢
化
や
高
度
な
医
療
技
術

の
進
歩
に
よ
り
一
人
当
た
り
の
医
療
費
は

増
加
傾
向
に
あ
り
ま
す
。
医
療
費
の
適
正

化
を
図
る
た
め
、
本
村
で
は
国
民
健
康
保

険
デ
ー
タ
ヘ
ル
ス
計
画
及
び
健
康
増
進
計

画
・
食
育
推
進
計
画
に
基
づ
き
、
未
病
セ

ン
タ
ー
き
よ
か
わ
な
ど
の
活
用
も
し
な
が

ら
、
村
民
一
人
ひ
と
り
の
ラ
イ
フ
ス
テ
ー

ジ
に
合
わ
せ
て
、
健
康
増
進
に
向
け
た
総

合
的
な
保
健
事
業
を
展
開
し
て
い
ま
す
。 

　
健
康
づ
く
り
の
基
本
と
な
る
健
診
事
業

で
は
、
平
成
30
年
度
の
特
定
健
診
受
診
率

は
県
内
で
一
番
高
く
44
･６
％
と
な
っ
て

い
ま
す
。
現
在
、
受
診
率
向
上
の
た
め
集
団

健
診
時
に
送
迎
バ
ス
の
運
行
を
実
施
し
て

お
り
、
令
和
２
年
度
か
ら
や
ま
び
こ
健
診

（
特
定
健
診
）
と
が
ん
検
診
を
同
日
に
受
診

で
き
る
体
制
を
整
備
し
、
が
ん
や
病
気
の

早
期
発
見
・
早
期
治
療
だ
け
で
な
く
、
生

活
習
慣
予
防
・
心
と
体
の
健
康
づ
く
り
な

ど
、
本
村
の
地
域
の
特
性
を
生
か
し
た
取

り
組
み
を
進
め
て
い
ま
す
。
ま
た
、
健
診
デ

ー
タ
分
析
の
結
果
、
本
村
の
傾
向
と
し
て
、

腎
機
能
の
低
下
が
み
ら
れ
る
方
が
多
い
こ

と
か
ら
、
栄
養
指
導
な
ど
積
極
的
に
展
開

し
、
重
症
化
防
止
に
努
め
て
い
る
と
こ
ろ

で
す
。 

　
介
護
保
険
で
は
、「
第
７
期
介
護
保
険
事

業
計
画
」
に
基
づ
き
、
要
支
援
・
要
介
護
者

に
対
し
て
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
の
充
実
を

図
る
ほ
か
、
介
護
予
防
教
室
や
民
間
事
業

者
に
よ
る
介
護
施
設
等
の
整
備
に
つ
い
て

検
討
し
、
高
齢
者
が
住
み
慣
れ
た
地
域
で

安
心
し
て
自
分
ら
し
く
暮
ら
せ
る
村
づ
く

り
を
進
め
て
い
ま
す
。 

　
今
後
は
、
１
０
０
歳
ま
で
生
き
ら
れ
る

「
人
生
１
０
０
年
」
時
代
が
当
た
り
前
に
な

る
と
考
え
ら
れ
、
高
齢
者
か
ら
若
者
ま
で

す
べ
て
の
国
民
の
活
躍
の
場
が
あ
り
、
す

べ
て
の
人
が
元
気
に
活
躍
し
続
け
ら
れ
る

社
会
、
安
心
し
て
暮
ら
す
こ
と
が
で
き
る

社
会
を
構
築
す
る
こ
と
が
課
題
と
な
っ
て

い
ま
す
。 

　
本
村
で
も
、
高
齢
者
や
認
知
症
を
は
じ

め
日
常
生
活
に
お
い
て
支
援
が
必
要
と
な

っ
た
方
の
た
め
に
も
、
地
域
包
括
ケ
ア
シ

ス
テ
ム
を
深
化
・
推
進
す
る
た
め
、
医

療
・
介
護
の
連
携
や
介
護
施
設
等
の
整
備

に
よ
る
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
充
実
、
ま
た
健

康
づ
く
り
・
生
き
が
い
づ
く
り
な
ど
健
康

寿
命
の
延
伸
対
策
に
取
り
組
ん
で
ま
い
り

ま
す
。 

かながわ
紹介TOP

生
涯
を
健
康
で
安
心
し
て
 

住
み
続
け
ら
れ
る
 

村
づ
く
り
の
実
現
を
目
指
し
て 清川村長 

岩澤　吉美



CONTENTS 
 
 

01　かながわTOP紹介 
      清川村長　岩澤　吉美 
 
03　保険者紹介コーナー 
      厚木市 
      「元気あふれる創造性豊かな 
                     協働・交流都市　あつぎ」 
 
07　健康わがまち 
      開成町 
      「日本一健康な町を目指して」 
 
09　日本大通り発 
      神奈川県健康医療局保健医療部 
      健康増進課 
      「令和２年４月からの 
                      受動喫煙対策について」 
 
11　こくほ随想 
      「病院へ行く？」 
      武田　俊彦 
 
14　国保連ズームUP ！ 

令和元年度保険者人事交流の報告 
 
15    国保直診だより  
       国保連発信 
 
21　国保連日記帳 
 
25　今後の予定／伝言板／編集後記 

神奈川のこくほ・かいご●もくじ／表紙の説明2

■表紙の説明 
 
ぼうさいの丘公園 
　 
　広域避難場所に指定されている面積 9.4ha の防災公園で
す。耐震性貯水槽や非常用トイレ、備蓄倉庫等を備え、災害
時には、約２万人の避難が可能です。 
　公園内は、季節の丘や子供広場、野鳥の池など 15のエリ
アで構成され、普段は、子どもから大人まで、多くの市民が
訪れる憩いの場となっています。 
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春号 
spring
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厚木市　概　要 （令和 2年 1月 1日現在） 

■人　口：224,536 人 （男 116,203 人、女 108,333 人） 
■世帯数：100,530 世帯 
■面　積：93.84k㎡ 
■市の花：さつき 
■市の木：もみじ 
■市の色：きみどり

大山・東名SC

厚
木
市

★



神奈川のこくほ・かいご●保険者紹介コーナー4

   ■
国
保
概
要・実
施
体
制
 

　
本
市
の
被
保
険
者
数
及
び
世
帯
数
は
、令

和
元
年
12
月
末
現
在
で
４
万
９
３
３
８
人
、

３
万
１
５
０
５
世
帯
で
、加
入
率
は
そ
れ
ぞ
れ

22
･０
％
、31
･３
％
と
な
って
い
ま
す
。 

　
国
保
年
金
課
は
、課
長
を
中
心
に
、保
健

事
業
等
を
担
当
す
る
国
保
管
理
係
５
人
、資

格・給
付
を
担
当
す
る
国
保
給
付
係
10
人
、

賦
課・収
納
を
担
当
す
る
国
保
保
険
料
係
８

人
、そ
の
ほ
か
国
民
年
金
を
担
当
す
る
国
民

年
金
係
５
人
、後
期
高
齢
者
医
療
を
担
当
す

る
長
寿
医
療
係
６
人
の
計
35
人
を
ワ
ン
チ
ー

ム
と
し
、業
務
を
行
って
い
ま
す
。 

　
平
成
31
年
度
か
ら
は
、保
険
料
の
滞
納
繰

越
分
を
収
納
課
に
全
件
移
管
を
行
い
、ま
た
、

こ
れ
ま
で
健
康
づ
く
り
所
管
課
で
実
施
し
て
い

た
特
定
保
健
指
導
を
国
保
で
実
施
す
る
こ
と

で
、保
健
事
業
の
実
施
体
制
を
強
化
す
る
な

ど
、効
果
的・効
率
的
な
事
務
処
理
体
制
の
整

備
を
行
って
い
ま
す
。 

 ■
保
険
財
政
 

　
平
成
30
年
度
の
国
民
健
康
保
険
事
業
特

別
会
計
の
決
算
は
、歳
入
決
算
額
が
２
３
５

億
７
６
７
４
万
９
４
３
３
円
、歳
出
が
２
３
３

億
３
７
９
４
万
３
８
１
３
円
で
、前
年
度
と
比

較
す
る
と
、歳
入
は
12
･７
％
、歳
出
は
11
･

８
％
の
減
と
な
って
い
ま
す
。 

　
令
和
元
年
度
予
算
額
は
、２
２
６
億
５
５

０
０
万
円
で
、前
年
度
予
算
と
比
較
す
る
と

５
･２
％
減
と
な
って
い
ま
す
。 

　
被
保
険
者
数
は
、減
少
傾
向
に
あ
り
、予

算
規
模
も
縮
小
し
て
い
ま
す
が
、一人
当
た
り

の
医
療
費
は
、被
保
険
者
の
高
齢
化
や
医
療

技
術
の
高
度
化
な
ど
か
ら
毎
年
２
〜
３
％
増

加
し
て
い
ま
す
。国
保
制
度
改
革
に
よ
り
、保

険
給
付
に
必
要
な
費
用
に
つ
い
て
は
、県
か
ら

保
険
給
付
費
等
交
付
金
が
交
付
さ
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
も
の
の
、医
療
費
の
増
加
は
、国

保
事
業
費
納
付
金
や
保
険
者
努
力
支
援
制

度
交
付
金
に
影
響
し
、ひ
い
て
は
保
険
料
に

影
響
を
及
ぼ
し
ま
す
。レ
セ
プ
ト
点
検
の
ほ

か
、特
定
健
診
の
受
診
率
向
上
、後
発
医
薬

品
の
使
用
促
進
、医
療
費
分
析
や
健
診
デ
ー

タ
を
活
用
し
た
保
健
事
業
の
実
施
に
よ
り
医

療
費
の
適
正
化
に
努
め
て
い
ま
す
。 

 ■
収
納
対
策
 

　
本
市
の
平
成
30
年
度
の
保
険
料
収
納
率

は
、現
年
度
分
が
92
･10
％
で
前
年
度
比
１
･25

ポ
イ
ン
ト
増
、滞
納
繰
越
分
が
31
･16
％
で
前

年
度
比
７
･45
ポ
イ
ン
ト
増
と
なって
い
ま
す
。 

　
収
納
率
の
向
上
対
策
と
し
て
は
、
平
成

21
年
度
か
ら
、
徴
収
困
難
案
件
の
一
部
を

徴
収
専
門
部
署
の
収
納
課
に
移
管
と
い
う

体
制
を
と
っ
て
い
ま
し
た
が
、
平
成
31
（
令

和
元
）
年
度
か
ら
、
滞
納
の
解
消
を
目
的

に
、
滞
納
繰
越
分
の
全
件
移
管
を
実
施
し

て
い
ま
す
。 

　
収
納
課
に
は
、
滞
納
整
理
の
ノ
ウ
ハ
ウ

が
蓄
積
さ
れ
て
お
り
、
専
門
的
な
人
員
も

豊
富
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
今
年
度
も
滞
納

繰
越
分
の
大
幅
な
収
納
率
の
向
上
が
図
ら

れ
て
き
て
い
ま
す
。 

　
今
後
は
、現
年
度
分
に
つ
い
て
、早
期
に
効

果
・
効
率
的
な
収
納
対
策
を
行
い
、
滞
納
額

が
累
積
し
な
い
よ
う
、
よ
り
一
層
収
納
課
と

連
携
し
な
が
ら
収
納
率
向
上
に
つ
な
げ
て
い

き
ま
す
。 

●

国
　
　
保
　
●

■市の概要 
　厚木市は、神奈川県の中央に位置し、西部に
は大山がそびえ、丹沢山麓へと連なっていま
す。市の東部は、遠く富士五湖の一つ、山中湖
に源を発する相模川の清流が南北に流れ、これ
に平行して流れる中津川や小鮎川などの流域に
平野が開けています。 

 
　都心から46㎞、横浜から32㎞に位置し、東名
高速道路や新東名高速道路、圏央道、小田原厚
木道路などが整備され、地理的条件に恵まれて
います。 

フィットネスあゆコロ 未病センター
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■
保
健
事
業
 

　
本
市
で
は
、平
成
30
年
度
を
始
期
と
す
る

「
第
２
期
デ
ー
タ
ヘル
ス
計
画
」を
策
定
し
、加

入
者
の
健
康
保
持
増
進
の
た
め
の
様
々
な
事

業
を
実
施
し
て
い
ま
す
。 

　
平
成
30
年
度
疾
病
別
医
療
費
順
位
で
は
、

腎
不
全
が
１
位
、糖
尿
病
は
３
位
と
な
っ
て
い

ま
す
。透
析
患
者
の
内
、Ⅱ
型
糖
尿
病
を
起

因
と
す
る
患
者
は
全
体
の
約
60
％
を
占
め
て

お
り
、今
後
、透
析
導
入
患
者
の
増
加
、開
始

年
齢
の
高
齢
化
、関
連
医
療
費
の
増
加
が
予

想
さ
れ
て
い
ま
す
。 

　
対
策
と
し
て
、平
成
30
年
度
か
ら
厚
木
医

師
会
と
連
携
し
、「
糖
尿
病
性
腎
症
重
症
化

予
防
事
業
」を
開
始
し
、ま
た
、平
成
31
年
度

か
ら
は
、国
保
と
後
期
の
連
続
性
を
鑑
み
、２

つ
の
保
険
者（
国
保・後
期
）で一
体
的
に
重
症

化
予
防
の
取
り
組
み
を
実
施
し
て
い
ま
す
。 

　
本
事
業
で
は
、市
内
医
療
機
関
に
通
院
中

で
、主
治
医
が
選
出
し
た
重
症
化
が
懸
念
さ

れ
る
患
者
を
対
象
と
し
て
、面
談
や
電
話
に

よ
る
保
健
指
導
を
行
い
、生
活
習
慣
の
改
善

を
図
り
ま
す
。保
健
指
導
は
、疾
病
管
理
に

関
し
て
経
験
実
績
の
あ
る
看
護
師
を
指
導

者
と
し（
委
託
）、ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
沿
っ
て
実

施
し
て
い
ま
す
。 

　
各
保
険
者
が
地
域
特
性
等
に
応
じ
た
重

症
化
予
防
事
業
を
実
施
し
て
い
る
中
、本
市

の
特
徴
は
、市
と
医
師
会
と
の
連
携
に
あ
る

と
考
え
て
い
ま
す
。医
師
会
と
の
協
議
の
場

と
し
て
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
を
設
置
し
、ワ

ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
で
は
、事
業
実
施
状
況
の

報
告
、実
施
方
法
の
見
直
し・改
善
を
行
っ
て

い
ま
す
。ま
た
、主
治
医
か
ら
の
意
見
を
指
導

に
取
り
入
れ
る
た
め
、事
前
に
主
治
医
か
ら

指
示
書
を
徴
取
し
、指
示
書
に
基
づ
く
指
導

を
実
施
す
る
と
と
も
に
、月
毎
に
指
導
経
過

報
告
を
行
う
な
ど
、連
絡
調
整
を
図
っ
て
い

ま
す
。 

　
今
後
は
、課
題
と
な
って
い
る
指
導
完
了
後

の
フ
ォ
ロ
ー
方
法
等
に
つ
い
て
検
討
し
、事
業

を
推
進
し
ま
す
。 

　
 

  ■
介
護
保
険
の
状
況
と
執
行
体
制
 

　
本
市
の
介
護
保
険
第
１
号
被
保
険
者
数

は
５
万
６
９
５
３
人
、高
齢
化
率
は
25
･４
％
、

要
介
護・要
支
援
認
定
者
数
は
８
１
５
８
人
、

２
号
を
含
む
認
定
率
は
14
･３
％
で
、居
宅
介

護（
介
護
予
防
）サ
ー
ビ
ス
受
給
者
数
は
５
１

２
９
人
、地
域
密
着
型（
介
護
予
防
）サ
ー
ビ

ス
受
給
者
は
１
１
８
１
人
で
、施
設
介
護
サ
ー

ビ
ス
受
給
者
数
は
１
０
９
２
人
で
す
。（
以
上

は
令
和
元
年
12
月
分
介
護
保
険
事
業
状
況

報
告
の
数
値
） 

　
ま
た
、介
護
給
付
費
は
、平
成
30
年
度
決

算
で
、約
１
１
７
億
、令
和
元
年
度
は
、約
１

２
２
億
円
と
な
る
見
込
み
で
す
。 

　
執
行
体
制
に
つ
い
て
は
、認
定・保
険
料・給

付
の
３
係
体
制
が
、平
成
29
年
度
か
ら
別
の
課

で
あ
っ
た
高
齢
者
支
援
係（
地
域
支
援
事
業・

高
齢
者
権
利
擁
護
事
業
等
を
担
当
）と
高
齢

者
ふ
れ
あ
い
係（
老
人
憩
い
の
家
管
理・高
齢
者

訪
問
等
を
担
当
）と
統
合
さ
れ
、名
称
を
介
護

保
険
課
か
ら
介
護
福
祉
課
へ
と
変
更
し
、５
係

の
正
規
職
員
総
勢
33
人
体
制（
認
定
調
査
員

は
、非
常
勤
特
別
職
）と
な
って
い
ま
す
。さ
ら

に
、福
祉
総
務
課
の
地
域
包
括
ケ
ア
推
進
担

当
で
包
括
的
任
意
事
業
の
う
ち
在
宅
医
療・

介
護
連
携
推
進
事
業
及
び
生
活
支
援
体
制

整
備
事
業
を
担
当
し
て
い
ま
す
。 

●

介
　
　
護
　
●

まるごと福祉！ 就職相談会

保険者
 

自　慢

朗読劇による情報発信（市民講演会「やっぱり家がいい！」）

共働き子育てしやすい街ランキング2019 
　▶▶▶３年連続県内第１位  
　日経DUAL・日経新聞の全国主要自治体を対象とした共同調
査「自治体の子育て支援制度に関する調査」で、３年連続県内第
１位、２年連続全国トップテン入り。 
　 厚木市は、子ども医療費助成や紙おむつの支給など、様々な子
育て支援サービスを積極的に進めています。
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■
介
護
従
事
者
確
保
対
策
 

　
本
市
で
は
、２
０
２
５
年
の
団
塊
の
世
代
が

75
歳
を
迎
え
る
超
高
齢・人
口
減
少
社
会
に

対
応
す
べ
く
、平
成
28
年
度
を
地
域
包
括
ケ

ア
元
年
に
位
置
付
け
、「
誰
も
が
住
み
慣
れ
た

地
域
で
自
分
ら
し
い
暮
ら
し
を
人
生
の
最
期

ま
で
続
け
る
こ
と
が
で
き
る
」地
域
包
括
ケ

ア
社
会
の
実
現
を
厚
木
市
高
齢
者
保
健
福

祉
計
画・介
護
保
険
事
業
計
画（
第
７
期
）の

目
指
す
将
来
像
に
掲
げ
て
お
り
ま
す
。 

　
持
続
可
能
性
の
観
点
か
ら
国
の
介
護
保

険
制
度
の
改
正
が
度
々
行
わ
れ
て
お
り
、近

年
、介
護
予
防
、自
立
支
援・重
度
化
防
止
に

重
点
が
置
か
れ
て
い
ま
す
が
、本
市
で
は
、超

高
齢
社
会
に
よ
る
要
介
護
認
定
者
の
大
幅
な

増
加
に
対
応
す
る
た
め
に
は
、な
に
よ
り
も

介
護
従
事
者
の
人
材
確
保
が
優
先
さ
れ
る

も
の
と
考
え
て
お
り
、就
職
相
談
会
を
は
じ

め
、資
格
取
得
の
た
め
の
研
修
費
用
の
個
人

負
担
へ
の
助
成
、法
人
が
派
遣
す
る
幅
広
い

研
修
に
対
す
る
費
用
の
助
成
、転
入
奨
励
助

成
金
、復
職
等
奨
励
助
成
金
、奨
学
金
返
済

助
成
金
と
いっ
た
介
護
職
人
材
確
保
支
援
事

業
を
充
実
さ
せ
て
お
り
ま
す
。 

 ■
地
域
包
括
ケ
ア
社
会
の
実
現
に
向
け
た

取
り
組
み
 

　
本
市
に
お
い
て
は
、高
齢
者
対
象
の
地
域

包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
を
発
展
さ
せ
、健
康
づ
く

り
と
住
民
相
互
の
支
え
合
い
を
柱
と
し
て
、

子
ど
も
か
ら
高
齢
者
ま
で
市
民
誰
も
が
、住

み
慣
れ
た
地
域
で
、自
分
ら
し
い
暮
ら
し
を

人
生
の
最
期
ま
で
続
け
る
こ
と
が
で
き
る
地

域
包
括
ケ
ア
社
会
の
実
現
を
目
指
し
、様
々

な
取
り
組
み
を
進
め
て
い
ま
す
。 

　
現
在
、行
っ
て
い
る
取
り
組
み
の
一
部

を
紹
介
す
る
と
、市
民
啓
発
の
取
り
組
み

と
し
て
は
、看
取
り
や
平
穏
死
な
ど
、人
生

の
終
末
期
を
テ
ー
マ
に
講
演
会
を
開
催
し

た
ほ
か
、厚
木
市
が
目
指
す
地
域
包
括
ケ

ア
社
会
映
像
の
配
信
や
、地
域
包
括
ケ
ア

の
情
報
紙「
地
域
包
括
ケ
ア
T
IM
ES」（
令

和
元
年
度
四
回
発
行
）の
発
行
を
行
い
、多

様
な
媒
体
を
通
じ
て
広
く
情
報
発
信
を
行

っ
て
い
ま
す
。 

　
ま
た
、在
宅
医
療・介
護
連
携
の
取
り
組
み

と
し
て
は
、ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
と
医
師
と
の
連

絡
場
面
に
お
い
て
使
用
す
る
共
通
書
式
を
定

め
連
携
強
化
を
図
って
い
る
ほ
か
、医
療
介
護

専
門
職
を
対
象
と
す
る
研
修
を
月
一回
開
催

し
、専
門
職
個
人
の
ス
キ
ル
ア
ッ
プ
を
図
る
と

共
に
、顔
の
見
え
る
関
係
づ
く
り
に
よ
る
体

制
の
整
備
に
努
め
て
い
ま
す
。 

　
さ
ら
に
、生
活
支
援
体
制
整
備
の
取
り
組

み
と
し
て
、第
二
層
協
議
体
を
市
内
全
域
に

設
置
し
、生
活
支
援
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
と
共

に
地
域
課
題
の
抽
出
と
対
応
策
の
検
討
を
行

っ
て
い
る
ほ
か
、地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
や

在
宅
医
療
相
談
室
等
の
相
談
機
能
を
充
実

さ
せ
、在
宅
生
活
支
援
の
体
制
整
備
を
図
っ

て
い
ま
す
。 

 ■
今
後
の
課
題
 

　
課
題
に
つい
て
は
、職
員
数
の
制
約
や
人
事

異
動
に
よ
る
専
門
性
の
欠
如
が
不
可
避
で
あ

る
中
、度
重
な
る
制
度
改
正
に
よ
り
複
雑
化

す
る
制
度
内
容
及
び
業
務
の
増
加
に
ど
の
よ

う
に
対
応
し
て
いっ
た
ら
よ
い
か
、ま
た
、総
合

事
業
に
お
い
て
、従
来
相
当
サ
ー
ビ
ス
が
主
体

と
な
っ
て
い
て
、地
域
住
民
が
担
い
手
と
な
る

サ
ー
ビ
ス
が
な
か
な
か
育
た
な
い
現
状
に
頭

を
悩
ま
せ
て
い
ま
す
。

●厚木市　ホームページアドレス  
https：//www.city.atsugi.kanagawa.jp/index.html 

 
●（国　保）市民健康部国保年金課 
 電　話　046-225-2125（国保管理係） 
 e-mail　2700@city.atsugi.kanagawa.jp 

●（介　護）福祉部介護福祉課 
 電　話　046-225-2240（介護給付係） 
 e-mail　2230@city.atsugi.kanagawa.jp

国保･介護 
の 

連絡先

映像「厚木市がめざす地域包括ケア社会」（YouTubeで配信中） 専門職のスキルアップと連携を目的とした多職種研修会
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開
成
町
は
、神
奈
川
県
西
部
の
足
柄
上
地

区
中
央
部
に
位
置
し
、町
域
は
東
西
１
･７

㎞
、南
北
３
･８
㎞
、総
面
積
は
６
･55
㎢
と

県
内
で
一
番
面
積
が
小
さ
な
町
で
す
。町
の

東
に
は
酒
匂
川
が
流
れ
、西
に
は
箱
根
外
輪

山
、南
に
は
相
模
湾
、北
に
は
丹
沢
山
塊
を

望
む
な
ど
、自
然
に
恵
ま
れ
て
い
ま
す
。 

　「
開
成
」と
は
明
治
初
期
に
開
設
さ
れ
た

開
成
小
学
校
か
ら
と
っ
た
も
の
で
、も
と
も

と
は「
学
問
、知
識
を
開
発
し
、世
の
た
め

成
す
べ
き
務
め
を
成
さ
し
め
る
」と
い
う
中

国
の
言
葉（
開
物
成
務
）が
語
源
で
す
。 

　
本
町
の
人
口
は
、２
０
２
０
年
１
月
１
日

現
在
で
１
万
８
０
８
３
人
で
す
。人
口
は
増

加
傾
向
で
年
少
人
口
割
合
が
高
い
こ
と
が

開
成
町
の
特
色
と
な
っ
て
い
ま
す
。都
会
か

ら
程
よ
い
距
離
に
あ
り
な
が
ら
、自
然
豊
か

な
暮
ら
し
を「
田
舎
モ
ダ
ン
」
と
い
う
キ
ャ

ッ
チ
コ
ピ
ー
で
表
現
し
町
内
外
へ
発
信
し
、

「
い
つ
ま
で
も
住
み
続
け
た
い
と
思
え
る
ま

ち
づ
く
り
」
を
通
し
て
、「
明
る
い
未
来
に

向
け
て
人
と
自
然
が
輝
く
ま
ち
・
開
成
」
を

目
指
し
て
い
ま
す
。 

　
開
成
町
で
は
、平
成
30
年
に「
第
２
期
健

康
増
進
計
画
・
食
育
推
進
計
画
」を
策
定
し

「
す
べ
て
の
町
民
が
、心
身
と
も
に
健
康
で

あ
る
た
め
に
、生
涯
に
わ
た
っ
て
豊
か
な
人

間
性
を
育
む
ま
ち
」
を
基
本
理
念
と
し
、

「
自
ら
学
び
、考
え
実
行
す
る
力
を
育
む
」

「
か
か
わ
り
、つ
な
が
り
、支
え
あ
う
環
境
づ

く
り
」を
基
本
方
針
と
し
て
、施
策
を
展
開

し
て
い
ま
す
。 

　
同
時
期
に「
第
７
期
高
齢
者
保
健
福
祉
計

画
・
介
護
保
険
事
業
計
画
」
も
策
定
し
ま
し

た
。高
齢
化
率
24
･４
％
、介
護
保
険
認
定
理

由
と
し
て
関
節
疾
患
・
整
形
外
科
疾
患
が
多

い
こ
と
が
わ
か
り
、青
壮
年
期
、幼
少
期
か
ら

の
健
康
づ
く
り
・
か
ら
だ
づ
く
り
に
重
点
を

お
き
、「
健
康
づ
く
り
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」を
立

ち
上
げ
保
健
事
業
を
展
開
し
て
い
ま
す
。 

    　
令
和
元
年
度
か
ら
の
３
か
年
に
お
い
て
、

「
筋
力
を
つ
け
る
」「
朝
食
を
食
べ
る
」を
ス

ロ
ー
ガ
ン
と
し
て
、各
ラ
イ
フ
ス
テ
ー
ジ
別

に
目
標
を
設
定
し
ま
し
た
。 

       

　
保
健
セ
ン
タ
ー
内
に
は
、神
奈
川
県
の
認

証
を
受
け
た
未
病
コ
ー
ナ
ー
が
設
置
さ
れ

て
い
ま
す
。体
組
成
計
や
ス
ト
レ
ス
・
血
管

年
齢
測
定
、脳
年
齢
測
定
計
が
常
設
さ
れ
、

町
民
自
ら
が
健
康
を
見
え
る
化
し
、健
康
づ

く
り
に
取
り
組
ん
で
い
た
だ
け
る
よ
う
に

環
境
を
整
え
ま
し
た
。ま
た
、未
病
見
え
る

化
コ
ー
ナ
ー
の
利
用
説
明
会
と
併
せ
、筋
力

Ｕ
Ｐ
の
た
め
の
運
動
教
室
を
毎
月
実
施
し
、

運
動
習
慣
の
定
着
・
習
慣
化
を
支
援
し
て
い

ま
す
。自
治
会
と
協
働
し
、地
域
で
の
出
張

運
動
教
室
も
行
っ
て
い
ま
す
。　
 

　
子
育
て
世
代
に
は
、幼
児
健
診
時
に
保
護

者
の
体
組
成
測
定
や
握
力
測
定
、「
親
子
ふ

れ
あ
い
体
操
」を
実
施
し
、親
子
で
か
ら
だ

を
使
っ
た
遊
び
の
紹
介
を
し
ま
し
た
。 

　
ま
た
、中
学
生
を
対
象
と
し
た
骨
密
度
測

開成町

わがまちわがまち
健 康健 康

 
 

日本一健康な町を 
目指して 

 

保険健康課 
保健師　新美　恵美子

開
成
町
の
概
要

健
康
づ
く
り
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

健
康
づ
く
り
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
　

筋
力
を
つ
け
よ
う
〜
運
動
推
進
〜
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定
会
を
毎
年
実
施
し
て
い
ま
す
。健
康
普
及

員
と
と
も
に
中
学
校
へ
出
向
き
、食
事
や
運

動
の
大
切
さ
を
直
接
伝
え
る
貴
重
な
場
と

な
っ
て
い
ま
す
。 

    　
食
育
推
進
で
は
、
町
管
理
栄
養
士
が
中

心
と
な
り
、
地
域
組
織
や
教
育
機
関
と
連

携
を
図
り
な
が
ら
行
っ
て
い
ま
す
。
食
育

推
進
計
画
策
定
時
に
欠
食
を
す
る
町
民
が

多
い
こ
と
が
分
か
り
、
３
食
食
べ
る
こ
と
、

食
事
の
大
切
さ
を
伝
え
て
い
ま
す
。 

　
地
元
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
と
骨
密
度

測
定
会
を
共
催
し
栄
養
士
に
よ
る
レ
シ
ピ

の
紹
介
や
、
12
月
に
は
ス
ポ
ー
ツ
栄
養
士

佐
藤
郁
子
さ
ん
を
迎
え
、「
食
育
講
演
会
〜

成
長
期
の
た
め
の
ス
ポ
ー
ツ
栄
養
〜
」
を

実
施
し
、
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ
の
指
導
者
や

保
護
者
の
方
な
ど
多
く
の
参
加
を
頂
き
ま

し
た
。 

　
ま
た
、
幼
稚
園
や
小
中
学
校
の
給
食
便

り
に
「
朝
食
を
食
べ
よ
う
」
の
記
事
を
掲
載

さ
せ
て
も
ら
い
ま
し
た
。 

　
現
在
は
、「
自
慢
の
朝
食
コ
ン
テ
ス
ト
」

を
実
施
し
て
い
ま
す
。
忙
し
い
朝
に
簡
単

で
バ
ラ
ン
ス
の
良
い
食
事
を
応
募
い
た
だ

き
、
広
報
等
で
紹
介
し
て
い
く
予
定
で
す
。 

　
平
成
17
年
に
介
護
予
防
の
一
つ
と
し

て
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
体
操
「
か
い
せ
い
い
き
い

き
健
康
体
操
」
を
作
成
し
ま
し
た
。
こ
の
体

操
は
、
さ
す
る
体
操
、
筋
肉
を
多
方
面
か
ら

伸
ば
す
体
操
、
ゴ
ム
バ
ン
ド
を
用
い
て
、
筋

肉
を
意
識
し
た
体
操
の
３
つ
の
パ
ー
ト
か

ら
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。 

　
町
で
は
、
い
き
い
き
健
康
体
操
指
導
員

を
養
成
し
、
地
域
で
の
普
及
活
動
を
行
っ

て
い
ま
す
。
現
在
64
名
が
活
動
し
各
地
域

の
体
操
サ
ロ
ン
を
主
催
し
て
い
ま
す
。
サ

ロ
ン
で
は
、
体
操
の
み
な
ら
ず
、
レ
ク
リ
エ

ー
シ
ョ
ン
や
健
康
教
育
も
行
っ
て
い
ま

す
。
平
成
29
年
度
に
は
体
操
サ
ロ
ン
未
開

催
で
あ
っ
た
地
区
で
サ
ロ
ン
の
立
ち
上
げ

を
行
い
ま
し
た
。
参
加
者
か
ら
「
毎
回
た
の

し
み
し
て
い
る
」「
体
操
で
体
が
あ
た
た
ま

る
」
な
ど
の
声
を
頂
い
て
い
ま
す
。
地
域
と

の
つ
な
が
り
を
作
り
、
介
護
予
防
の
場
と

な
っ
て
い
ま
す
。 

    　
人
口
が
増
加
傾
向
の
開
成
町
に
お
い

て
、
地
域
と
の
つ
な
が
り
を
持
ち
な
が
ら

町
民
ひ
と
り
ひ
と
り
が
い
き
い
き
と
暮
ら

せ
る
よ
う
に
、
保
健
活
動
を
行
っ
て
い
き

た
い
と
思
い
ま
す
。 

　
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
２
年
目
を
迎
え
、
日
本

一
健
康
な
町
を
目
指
し
て
い
き
ま
す
。

健
康
づ
く
り
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
 

朝
食
を
食
べ
よ
う
〜
食
育
推
進
〜

い
き
い
き
健
康
体
操

今
後
に
向
け
て
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改
正
健
康
増
進
法
の
施
行
 

 　
平
成
30
年
７
月
、望
ま
な
い
受
動
喫
煙

を
な
く
す
た
め
と
し
て
、健
康
増
進
法
が

大
幅
に
改
正
さ
れ
ま
し
た
。こ
れ
に
よ
り
、

令
和
２
年
４
月
１
日
か
ら
、多
数
の
者
が

利
用
す
る
施
設
は
、原
則
と
し
て
屋
内
禁

煙（
学
校
、病
院
、行
政
機
関
な
ど
一
部
の

施
設
は
令
和
元
年
７
月
１
日
よ
り
敷
地
内

禁
煙
）と
な
り
ま
す
。改
正
健
康
増
進
法
が

対
象
と
す
る「
多
数
の
者
が
利
用
す
る
施

設
」と
は
、「
２
人
以
上
の
者
が
同
時
に
、又

は
入
れ
替
わ
り
利
用
す
る
施
設
」の
こ
と

を
い
い
、原
則
禁
煙
と
な
る「
屋
内
」と
は
、

「
外
気
の
流
入
が
妨
げ
ら
れ
る
場
所
と
し

て
、屋
根
が
あ
る
建
物
で
あ
っ
て
、か
つ
、

側
壁
が
概
ね
半
分
以
上
覆
わ
れ
て
い
る
も

の
の
内
部
」と
さ
れ
て
い
ま
す
。 

　
改
正
健
康
増
進
法
の
対
象
と
な
る
施

設
、対
象
と
な
る
場
所（
屋
内
）に
お
い
て

は
、原
則
と
し
て
禁
煙
で
あ
り
、喫
煙
す
る

（
さ
せ
る
）た
め
に
は
、喫
煙
を
す
る
た
め

だ
け
の
部
屋
で
あ
る「
喫
煙
専
用
室
」、加

熱
式
た
ば
こ
に
限
り
喫
煙
し
な
が
ら
飲
食

等
の
サ
ー
ビ
ス
提
供
を
受
け
ら
れ
る「
指

定
た
ば
こ
専
用
喫
煙
室
」、一
定
の
条
件
を

満
た
す
既
存
の
小
規
模
飲
食
店
に
の
み
認

め
ら
れ
る「
喫
煙
可
能
室
」な
ど
の
喫
煙
室

を
設
置
し
、受
動
喫
煙
を
防
止
す
る
た
め

の
措
置
を
講
じ
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。 

 　
　
　
改
正
健
康
増
進
法
に
よ
る
 

　
　
　
受
動
喫
煙
防
止
の
措
置
 

 　
受
動
喫
煙
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
と
し

て
法
に
定
め
ら
れ
て
い
る
も
の
は
、①
煙
の
流

出
防
止
措
置
、②
標
識
の
掲
示
、③
20
歳
未

満
の
者
の
喫
煙
区
域
へ
の
立
入
禁
止
の
ほ
か
、

広
告
宣
伝
時
に
お
け
る
明
示
や
、喫
煙
禁
止

区
域
で
の
喫
煙
者
に
対
す
る
中
止
の
求
め
や

喫
煙
器
具
の
撤
去
、喫
煙
室
を
廃
止
し
た
場

合
の
標
識
の
除
去
な
ど
が
あ
り
ま
す
。詳
し

く
は
、厚
生
労
働
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
 

（
https://w
w
w
.m
hlw
.go.jp/stf/seisak 

unitsuite/bunya/0000189195.htm
l）の

ほ
か
、特
設
サ
イ
ト（
https://jyudokit 

suen.m
hlw
.go.jp/）や
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（
http://w
w
w
.pref.kanagaw
a.jp/docs

/cz6/cnt/f6955/p23021.htm
l）な
ど
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。 

　
主
な
措
置
と
し
て
、①
煙
の
流
出
防
止
措

置
と
は
、設
置
し
た
喫
煙
室
に
お
い
て
、た
ば

こ
の
煙
の
流
出
を
防
止
す
る
た
め
の
技
術
的

基
準（
天
井
や
壁
に
よ
る
区
画
、喫
煙
室
の
出

入
口
に
お
け
る
風
速
０・２

の
空
気
の
流

れ
、外
部
排
気
）を
満
た
さ
な
く
て
は
な
ら
な

い
と
し
た
も
の
、②
標
識
の
掲
示
と
は
、施
設

の
出
入
口
及
び
喫
煙
室
の
出
入
口
に
、ど
の
よ

う
な
喫
煙
室
が
あ
る
か
が
分
か
る
よ
う
に
標

識
を
掲
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
た
も

の
、③
20
歳
未
満
の
者
の
喫
煙
区
域
へ
の
立

入
禁
止
と
は
、喫
煙
中
か
ど
う
か
に
関
わ
ら

m/s

1

令
和
２
年
４
月
か
ら
の
受
動
喫
煙
対
策
に
つ
い
て

 

神
奈
川
県
健
康
医
療
局
保
健
医
療
部
健
康
増
進
課

2

喫煙室を設置した場合に必要な主な措置
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ず
、喫
煙
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
所
に
20
歳

未
満
の
者
を
立
ち
入
ら
せ
て
は
な
ら
な
い
と

し
た
も
の
で
す
。 

 　
　
　
神
奈
川
県
公
共
的
施
設
に
お
け

る
受
動
喫
煙
防
止
条
例
の
改
正
 

 　
令
和
２
年
４
月
か
ら
の
改
正
健
康
増
進

法
に
合
わ
せ
て
、令
和
元
年
10
月
、「
神
奈

川
県
公
共
的
施
設
に
お
け
る
受
動
喫
煙
防

止
条
例
」の
一
部
改
正
を
行
い
ま
し
た
。改

正
の
考
え
方
と
し
て
、法
が
条
例
を
上
回

る
規
制
に
つ
い
て
は
法
に
委
ね
る
こ
と
と

し
て
条
例
の
条
文
を
削
除
し
、条
例
が
法

を
上
回
る
規
制
に
つ
い
て
は
条
例
の
条
文

を
残
す
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。条
例
に
残

っ
た
規
制
は
、①
県
第
１
種
施
設
に
お
け

る
指
定
た
ば
こ
専
用
喫
煙
室
の
設
置
禁
止

②（
改
正
健
康
増
進
法
の
規
制
に
加
え
て
）

煙
の
流
出
防
止
措
置
③
20
歳
未
満
の
者
の

立
入
り
に
対
す
る
罰
則
適
用
④
禁
煙
表
示

の
４
つ
で
す
。 

①
県
第
１
種
施
設
に
お
け
る
指
定
た
ば
こ

専
用
喫
煙
室
の
設
置
禁
止
と
は
、映
画
館

や
物
販
店
な
ど
条
例
に
お
け
る
施
設
区
分

が「
県
第
１
種
施
設
」で
あ
る
施
設
に
お
い

て
は
、紙
巻
き
た
ば
こ
と
同
様
に
加
熱
式

た
ば
こ
に
つ
い
て
も
、喫
煙
し
な
が
ら
映

画
鑑
賞
や
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
を
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
こ
と
と
し
た
も
の
で
す
。 

②
煙
の
流
出
防
止
措
置
と
は
、条
例
に
お
け

る
特
例（
特
例
県
第
２
種
施
設
）に
該
当
す

る
施
設
を
除
き
、煙
の
流
出
を
防
止
す
る
た

め
の
技
術
的
基
準（
天
井
や
壁
に
よ
る
区

画
、出
入
口
に
お
け
る
風
速
０
・
２

の
空

気
の
流
れ
、外
部
排
気
）の
措
置
を
求
め
る

も
の
で
あ
り
、こ
の
規
制
に
よ
り
、現
在
、喫

煙
ブ
ー
ス
の
設
置
は
条
例
上
認
め
ら
れ
て

い
ま
せ
ん
。 

③
20
歳
未
満
の
者
の
立
入
り
に
対
す
る
罰

則
適
用
と
は
、20
歳
未
満
の
者
の
立
入
制

限
に
違
反
し
た
場
合
、法
が
指
導
助
言
ま

で
の
行
政
指
導
で
あ
る
の
に
対
し
、条
例

で
は
過
料
ま
で
の
罰
則
規
定
が
設
け
ら
れ

て
い
る
も
の
で
す
。 

④
禁
煙
表
示
と
は
、施
設
の
屋
内
す
べ
て

を
喫
煙
禁
止
と
し
た
場
合
、当
該
施
設
の

m/s

出
入
口
に
禁
煙
で
あ
る
旨
の
表
示
を
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
た
も
の
で
す
。 

 　
　
　
違
反
時
の
罰
則（
過
料
） 

 　
法
ま
た
は
条
例
に
違
反
し
、勧
告
や
命

令
を
受
け
て
も
な
お
改
善
さ
れ
な
い
場
合

な
ど
、罰
則（
過
料
）の
適
用
が
あ
り
ま
す
。 

　
　
　
問
い
合
わ
せ
先
 

 　
法
に
つ
い
て
は
、保
健
所
設
置
市
ま
た

は
県（
各
保
健
福
祉
事
務
所
ま
た
は
健
康

増
進
課
）へ
、条
例
に
つ
い
て
は
県（
各
保

健
福
祉
事
務
所
ま
た
は
健
康
増
進
課
）へ

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。 

3

5

4

■
標
識
（
例
）
 

 ◀
施
設
出
入
口
 

      ◀
喫
煙
室
出
入
口
 



医
療
保
険
の
歴
史
 

 　
東
京
都
で
走
っ
て
い
る
都
営
バ
ス
に

乗
る
と
、停
留
所
の
案
内
に
続
い
て「
病

院
へ
行
く
？
救
急
車
を
呼
ぶ
？
」
と
女

性
の
案
内
の
声
が
入
る
。こ
れ
は
、東
京

消
防
庁
が
運
営
し
て
い
る
救
急
相
談
セ

ン
タ
ー
#7119
の
広
告
で
あ
る
。
ス
ト

レ
ー
ト
な
呼
び
か
け
に
、
思
わ
ず
耳
を

傾
け
る
乗
客
も
多
い
と
思
う
が
、
こ
の

背
景
に
は
、
救
急
車
の
出
動
件
数
の
増

加
が
続
き
、
救
急
隊
が
対
応
し
き
れ
な

い
状
況
が
起
き
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。 

　
我
が
国
の
医
療
保
険
の
歴
史
を
振
り

返
れ
ば
、
医
療
機
関
へ
の
ア
ク
セ
ス
を

な
ん
と
か
確
保
し
た
い
と
い
う
切
実
な

願
い
か
ら
、
ど
の
家
庭
で
も
払
え
る
程

度
に
自
己
負
担
を
低
く
す
る
保
険
を
作

る
、
医
療
機
関
が
な
い
の
で
診
療
所
を

設
置
し
て
医
師
を
誘
致
す
る
、
そ
ん
な

各
地
域
の
取
り
組
み
が
国
保
の
始
ま
り

だ
っ
た
。
そ
れ
が
全
国
民
を
カ
バ
ー
す

る
制
度
に
な
っ
た
の
が
、昭
和
36
年（
１

９
６
１
年
）の
こ
と
で
あ
り
、半
世
紀
以

上
が
過
ぎ
て
ア
ク
セ
ス
の
問
題
は
ほ
ぼ

解
消
さ
れ
た
と
言
っ
て
い
い
。 

 増
加
す
る
高
齢
者
の
救
急
搬
送
 

 　
一
方
、救
急
搬
送
は
、戦
後
の
我
が
国

の
交
通
事
故
の
激
増
を
背
景
に
整
備
さ

れ
て
き
た
。
昭
和
38
年
（
１
９
６
３
年
）

に
消
防
法
が
改
正
さ
れ
て
自
治
体
消
防

に
救
急
搬
送
業
務
が
付
け
加
え
ら
れ
、

翌
昭
和
39
年（
１
９
６
４
年
）に
救
急
病

院
が
告
示
さ
れ
て
、
こ
れ
に
よ
り
全
国

ど
こ
で
も
救
急
車
が
救
急
病
院
に
運
ぶ

体
制
が
整
え
ら
れ
た
。
フ
リ
ー
ア
ク
セ

ス
を
基
本
理
念
と
す
る
皆
保
険
制
度

と
、
救
急
搬
送
を
自
治
体
が
確
保
す
る

消
防
法
改
正
に
よ
り
、
救
急
医
療
の
体

制
は
整
っ
た
。し
か
し
、医
療
機
関
も
消

防
組
織
も
、
今
や
新
た
な
問
題
に
直
面

し
て
い
る
。
高
齢
者
の
救
急
搬
送
が
増

加
し
続
け
て
い
る
こ
と
だ
。 

　
現
在
、救
急
車
の
出
動
件
数
は
、毎
年

10
万
件
の
ペ
ー
ス
で
増
加
し
て
い
る

が
、
増
加
分
は
ほ
ぼ
高
齢
患
者
で
あ
る
。

ま
た
、
軽
症
患
者
が
増
え
て
い
る
の
も

特
徴
だ
。
東
京
で
は
１
日
の
救
急
車
出

動
二
千
件
超
え
が
常
態
化
し
、
救
急
車

が
す
ぐ
行
け
ず
患
者
の
状
態
が
急
を
要

す
る
場
合
に
消
防
車
両
に
救
急
隊
が
搭

乗
し
て
出
動
し
て
い
る
場
面
も
都
内
で

非
常
に
よ
く
見
か
け
る
よ
う
に
な
っ
て

い
る
。
搬
送
が
増
え
る
ほ
ど
救
急
受
入

医
療
機
関
は
多
忙
に
な
り
、
最
近
の
医

病
院
へ
行
く
？
 

 

岩
手
医
科
大
学
客
員
教
授（
前
厚
生
労
働
省
政
策
参
与
）　
武
田
俊
彦
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師
の
働
き
方
改
革
の
資
料
を
見
て
も
救

急
医
は
長
時
間
労
働
で
あ
る
傾
向
が
見

て
取
れ
る
。 

 我
が
国
が
抱
え
る
医
療
の
 

受
け
方
問
題
 

 　
冒
頭
の
「
病
院
へ
行
く
？
救
急
車
を

呼
ぶ
？
」と
い
う
問
い
か
け
は
、相
談
セ

ン
タ
ー
の
案
内
に
止
ま
ら
ず
、
世
界
最

高
の
医
療
ア
ク
セ
ス
を
実
現
し
た
我
が

国
が
抱
え
る
問
題
を
暗
示
し
て
い
る
よ

う
に
聞
こ
え
て
し
ま
う
。私
た
ち
は
、そ

の
後
に
向
か
う
べ
き
方
向
・
世
界
を
き

ち
ん
と
議
論
す
る
こ
と
が
出
来
て
こ
な

か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

　
具
体
的
な
課
題
と
し
て
、ま
ず
、ど
の

よ
う
な
時
に
救
急
車
を
使
う
べ
き
か
、

と
い
う
基
準
が
国
民
の
中
に
な
い
。
こ

の
た
め
、過
剰
な
、あ
る
い
は
過
小
な
救

急
利
用
と
な
っ
て
い
る
可
能
性
が
あ

る
。
東
京
消
防
庁
で
は
、「
東
京
版
救
急

受
診
ガ
イ
ド
」
を
作
成
し
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
で
公
開
し
て
い
る
。
症
状
に
応
じ

て
記
載
を
た
ど
っ
て
い
け
ば
救
急
車
を

呼
ぶ
べ
き
か
ど
う
か
判
定
で
き
る
も
の

で
、大
変
分
か
り
や
す
く
、多
く
の
方
の

参
考
に
な
る
と
思
う
。 

　
し
か
し
、い
ざ
と
い
う
場
合
に
、冊
子

を
め
く
る
余
裕
が
あ
る
場
合
は
少
な

い
。そ
の
た
め
、東
京
で
は
24
時
間
医
師

な
ど
が
ス
タ
ン
バ
イ
し
て
、
電
話
で
相

談
に
応
じ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
こ

れ
が
#7119
で
、
全
国
的
に
は
多
く
は

な
い
が
同
様
の
体
制
を
組
む
地
域
も
増

え
て
い
る
。東
京
都
の
場
合
は
、東
京
消

防
庁
の
指
令
セ
ン
タ
ー
の
一
角
に
置
か

れ
て
い
る
の
で
、
い
ざ
と
い
う
と
き
に

は
直
ち
に
救
急
車
の
出
動
に
つ
な
げ
る

こ
と
も
可
能
だ
。 

　
高
齢
者
医
療
の
在
り
方
と
い
う
問
題

も
あ
る
。
増
え
続
け
る
高
齢
者
の
救
急

搬
送
に
関
し
て
は
、
か
か
り
つ
け
の
医

師
を
持
ち
、
い
ざ
と
い
う
時
に
そ
の
医

師
に
相
談
す
る
こ
と
が
極
め
て
重
要
に

な
っ
て
い
る
。
特
に
在
宅
医
療
の
場
合

に
は
、よ
く
医
師
と
話
し
合
い
、患
者
本

人
の
希
望
を
踏
ま
え
た
対
応
を
事
前
に

話
し
合
う
こ
と
が
強
く
求
め
ら
れ
て
い

る
。こ
れ
は
、往
々
に
し
て
最
後
の
段
階

で
の
救
急
搬
送
が
、
在
宅
医
療
を
望
む

本
人
や
家
族
の
意
に
反
し
た
結
果
に
な

る
こ
と
が
多
い
か
ら
だ
。 

　「
病
院
へ
行
く
？
」
こ
の
問
い
は
、
国

民
皆
に
と
っ
て
、
医
療
の
受
け
方
を
考

え
な
お
す
、
貴
重
な
き
っ
か
け
に
な
る

も
の
な
の
で
あ
る
。 
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【略　歴】 
1983 年東京大学法学部卒業、厚生省入省。大蔵省主計局、ジェトロ・ニューヨーク事務所、
北海道庁への出向などを経て 1999 年に大臣秘書官（丹羽雄哉厚生大臣）。2000 年に医政局
企画官。以後、主に医療分野を担当し、医政局経済課長、同政策医療課長や保険局国民健康
保険課長、同総務課長を歴任。その後社会保障担当参事官として社会保障・税一体改革を担
当。2年間の総務省出向（消防庁審議官）を経て、官房審議官（医療保険担当）、政策統括官
（社会保障担当）、医薬・生活衛生局長、医政局長。2018 年 7月退官。2018 年 11月、厚生
労働省政策参与に就任。2019 年 9月退任。 

【学会、委員等】 
日本医療・病院管理学会、医療経済学会に所属。日本医師会　医療政策会議　委員 

【共　著】 
オバマ政権はアメリカをどのように変えたのか─支持連合・政策成果・中間選挙 吉野孝
他編著　東信堂 2010 

【論文・寄稿】 
•「医療・介護改革の羅針盤：シミュレーションの概要と診療・介護報酬改定の今後」 「病院」
第 71巻 第 11号（共著） 
•「わが国にふさわしい「非営利ホールディングカンパニー」構想とは」 「病院」第73巻第8号 
•「世代間格差論に対する考え方─社会保障の教育推進に関する検討会資料から─」(上・下) 
「週刊社会保障」No.2679, 2012 年 5月28日、No.2680, 2012 年 6月4日 

【共同研究】 
•NIRA 研究報告書　選べる広域連携～自治体による戦略的パートナー選択の時代へ 
•NIRA 研究報告書　老いる都市と医療を再生する─まちなか集積医療の実現策の提示─  

武田俊彦 たけだ　としひこ 

■プロフィール 
生年月日：昭和34年9月2日 
出 身 地：岩手県 
 
・岩手医科大学　客員教授 
・ボストンコンサルティンググループ　
シニアアドバイザー 
・東京海上日動火災保険株式会社　
顧問 
・前厚生労働省政策参与 
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　茅ヶ崎市での国保業務に携わり 3
年となり、国保知識の幅を広げることは

もちろん市職員として外部への派遣により視野を広げる
ことなども大切だと考えていたところ、このたびの人事交
流について話をいただいたため、またとない機会と思い受
けさせていただきました。 
　交流先であった共同電算課では、国保総合システムおよ
び国保情報集約システムについてシステム連携や故障対
応等、保険者ニーズに応じた様々な支援をおこなってお
り、保険者からの要望に対して臨機応変に対応すること、
また専門的な知識が必要とされ、保険者側ではわからない
苦労を感じとることができました。 
　交流期間中には、所属課以外の研修や会議等にも多く参
加させていただきました。保険者議論の場へ参加させてい
ただくことで他市の要望や運用方法等の把握ができたり、
他部署の方々と交流ができたりと、とても良い経験となり
ました。 
　１年間という短い交流期間でしたが、充実した時間を過
ごせたと感じています。 

　国保連合会の皆様にはたくさんご迷惑をおかけしました
が、あたたかく受け入れていただきとても感謝しています。 
　今回の交流により培った知識や経験、国保連合会との繋
がりを大切にしながら、これからの茅ヶ崎市での保険者業
務にあたりたいです。 
▶交流先（国保連合会）の上司、同僚からの一言！ 
　大胡さんは、主にシステム関連の仕事に携わり、各種業
務運用をはじめ、保険者からの照会にも積極的に対応いた
だくなど本会の業務遂行に精一杯取り組んでいただき、年
度の後半では共同電算課メンバーとして手放したくない
貴重な戦力となっていました。さらに本会職員との交流の
なかでは地方自治事務について教えていただく場面も
多々あり、私たちにとりましても良い刺激を与えていただ
く機会となりました。 
　共同電算課では保険者のニーズに耳を傾け、より良いサ
ービスを提供していくことをスローガンとして掲げてお
ります。この繋がりを大事に今後とも有用な情報交換がで
きれば幸いに思います。1年間ありがとうございました。 

（国保連合会共同電算課長　仁木 政彦） 

大胡　榛菜　（在職年数：4年） 
　・茅ヶ崎市での所属課 ：福祉部保険年金課 
　・交流先での所属課 ：情報管理部共同電算課

令和元年度  
保険者人事交流の報告 茅ヶ崎市 国　保 

連合会

須山　聖　（在職年数：15年） 
　・国保連合会での所属課 ：情報管理部共同電算課 
　・交流先での所属課 ：福祉部保険年金課

　交流職員として、茅ヶ崎市保険年
金課の保険料担当に所属させていた

だき、主に国民健康保険料の賦課・収納・徴収事務の
補助として業務に携わらせていただきました。保険料
の担当という国保連の業務とは少し毛色の違う新しい
ことにチャレンジさせていただき、日々新鮮な気持ち
で仕事に取り組むことができました。 
　印象に残っている仕事としては、７月の当初納入通
知書を発送した後の問い合わせ対応が思い出されま
す。外線電話がひっきりなしに鳴り続ける中、周りの皆
様に教えていただきながら、保険料の賦課について、市
民の方々にご理解いただけるよう、拙いながらも一生
懸命説明し続けたことを思い出します。ただ、大変では
ありましたが、同時に「皆の中に溶け込むことができた
かな。」と思えた時でもありました。 
　交流期間も終わりに近づき、個人的には「もう終わっ
てしまうのか。」という残念な気持ちでいっぱいです。
１年間という短い期間ではありましたが、高瀬課長を
はじめ保険年金課、特に保険料担当の皆様には大変お

世話になりました。今年度、皆様にどこまで貢献できた
かは、正直あまり自信がありませんが、お返しできなか
った分は、国保連職員として今後お返しさせていただ
きたいと思います。 
　１年間どうもありがとうございました。また国保連
職員として、今後ともよろしくお願いいたします。 
▶交流先（茅ヶ崎市）の上司、同僚からの一言！ 
　交流職員の受入は海老名市様に次いで 2番目となり
ました。須山さんは非常に優秀で人柄の良さもありす
ぐに溶け込んでいただき、その仕事ぶりに救われた職
員もいたほどです。被保険者への日々の対応は厳しい
と感じたこともあったと思われますが、私たちの仕事
の先には被保険者がいることを意識していただけれ
ば、交流の意義も深まるでしょう。 
　一年間という短い期間ではありましたが、素晴らし
い仕事ぶりに感謝いたします。ありがとうございまし
た。所属に戻られてからのご活躍に大いに期待すると
共に、引き続きよろしくお願いいたします。 

（茅ヶ崎市保険年金課長　高瀬　達也） 
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国保連発信

　今回の委員会は、今年度最後ということで、令
和元年度に実施した各広報事業の報告を行った。 
　来年度の広報事業実施計画では、令和元年12
月に行ったアンケートの結果を基に、被保険者証
関連PRポスターは来年度も引き続き作成し、特
定健診受診率向上PRポスターは本会独自でポス
ターを作成していくことで了承された。 
　また、令和２年度の標語について、事務局より

６案提案し、協議の結果「人生100年　健康第一　
受けよう　特定健診！」に決定した。今回決定し
た標語は、来年度本会が作成する機関誌、ポケッ
トティッシュ、事業概要、各種封筒等に使用する
予定である。 
　なお、広報委員から機関紙の発行回数の見直し
の意見が出され、令和２年度中に検討していくこ
ととした。 

　神奈川県国民健康保険診療施設運営連絡協議
会では、令和２・３年度の役員（会長・副会長）の選出
の後、各診療施設における運営状況と課題につい
て意見交換が行われた。 
　診療施設運営連絡協議会閉会後、引き続き本会
診療施設部会が開催され、診療施設部会から選出
する令和２年度の診療施設部会役員（部会長）の選
出、本会役員（理事）の推薦、令和２・３年度の広報委

員会委員の選出が行われた。その後令和元年度診
療施設部会研修会交流会の会計報告、続いて令和
２年度大和市立病院が開催担当の診療施設部会研
修会の概要について説明が行われた。 
　また、令和３年度岡山県で開催される全国国保
地域医療学会について、移動手段や宿泊先の確保
などについて確認し承諾された。 

診療施設運営連絡協議会 診療施設部会

髙瀬副委員長

国保直診だより
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国保連発信

　国保会館で国保データベース（KDB）システム
活用研修会を開催し、次の４つの内容について説
明した。「１．KDBシステムの新機能について」
では、令和元年度に新たに実装された健康スコア
リング機能の具体的な活用方法について説明し
た。「２．保健事業介入支援管理機能について」で
は、昨年度実装された同機能の更なる普及啓発の
ため、改めて同機能を使用した事業対象者データ
の抽出・管理・比較方法について説明した。

「３．国保・後期高齢者の健診・医療・介護状況
の帳票について」では、KDBシステムにおいて利
便性が高く各種事業への即時活用が可能な帳票
（国保・後期）について説明した。最後に「４．そ
の他」として、①後期国保突合対応、②市町村を
跨いだデータ閲覧機能について説明した。①は同
一市町村で国保から後期高齢者となった被保険
者のデータを国保側、後期側双方から閲覧可能と
するもので、②は県内で異動した被保険者（国
保・後期）について、異動後の市町村から異動前
の市町村のデータを閲覧可能とするものである。
ただし、これらの機能はいずれも自市町村以外の
個人データ閲覧に関わることから、本会としては
令和２年度当初からの導入は見送り、引き続き、
神奈川県・広域連合・市町村と協議の上、スムー
ズかつ適切な機能の活用に向けて調整を進める
旨を説明した。

　１月２９日（水）川崎市役所第３庁舎にて都市国保連絡協
議会終了後に都市部会を、２月１４日（金）国保会館にて町
村部会を開催した。各部会では、はじめに「令和２年度の正
副部会長及び関係委員の選出」について、事務局から説明
を行い、各委員が選出された。次に、「都市（町村）部会開催
方法」については、都市からの提出議題があり、県主催の
国保協議会との効率的な開催方法等について、各市町村
の意見を伺い、令和２年度からの部会の開催方法を見直し
検討していくこととした。「令和２年度の保健事業支援」に
ついては、健康まつり等の支援内容の説明と、国保データ
ベース（KDB）システムで閲覧
できるものなどの説明を行っ
た。「本会における第三者行為求
償事務処理状況」については、
過去１０年間の受託件数、収納
金額の推移、令和元年度の求償
状況などを報告した。「HDD等

の廃棄状況報告」として、本会における現在までの廃棄状
況と今後の取り組みについて報告した。 
　組合部会は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防
止等のため、３月１７日（火）書面開催となったが、「令和２年
度の正副部会長及び関係委員の選出」については、書面に
て賛成をいただき、各委員が選出された。組合からの提出
議題である「オンライン資格確認等システムに係る被保険
者番号の２桁枝番追加について」、「マイナポータルへの
特定健診データ連携について」、「特定健診の「みなし健
診」について」は、県及び本会からの資料提供を行った。 

都市部会 町村部会
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国保連発信

― 令和２年度事業実施計画・各会計予算について ― 
　2月28日（金）、神奈川県国保会館にて通常総会を開催し、令和２年度事業実施計画並
びに各会計予算等について審議が行われた。 
　理事会議決事項の報告12件、専決処分の報告2件、議決事項36件について審議され、
すべて事務局原案どおり可決承認された。
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連
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払
業

務
等
の
高
度
化
・
効
率
化
の
た
め
の
積
立
資

産
管
理
運
用
規
則
の
一
部
改
正
に
つ
い
て
 

報
告
第
12
号
：
神
奈
川
県
国
民
健
康
保
険
団

体
連
合
会
第
三
者
行
為
損
害
賠
償
請
求
事

務
処
理
規
則
の
一
部
改
正
に
つ
い
て
 

 ⑵
専
決
処
分
の
報
告
 

報
告
第
13
号
：
令
和
元
年
度
神
奈
川
県
国
民
健

康
保
険
団
体
連
合
会
一
般
会
計
予
算
補
正
 

報
告
第
14
号
：
令
和
元
年
度
神
奈
川
県
国
民

健
康
保
険
団
体
連
合
会
障
害
者
総
合
支
援

法
関
係
業
務
等（
業
務
勘
定
）特
別
会
計
予

算
補
正（
第
３
次
） 

 ２
　議
決
事
項
 

 
議
案
第
１
号
：
令
和
元
年
度
神
奈
川
県
国
民
健

康
保
険
団
体
連
合
会
診
療
報
酬
審
査
支
払

（
業
務
勘
定
）特
別
会
計
予
算
補
正（
第
３
次
） 

議
案
第
２
号
：
令
和
元
年
度
神
奈
川
県
国
民

健
康
保
険
団
体
連
合
会
診
療
報
酬
審
査
支

払（
国
民
健
康
保
険
診
療
報
酬
支
払
勘
定
）

特
別
会
計
予
算
補
正
 

議
案
第
３
号
：
令
和
元
年
度
神
奈
川
県
国
民
健

康
保
険
団
体
連
合
会
診
療
報
酬
審
査
支
払

（
公
費
負
担
医
療
に
関
す
る
診
療
報
酬
支
払

勘
定
）特
別
会
計
予
算
補
正（
第
２
次
） 

議
案
第
４
号
：
令
和
元
年
度
神
奈
川
県
国
民
健

康
保
険
団
体
連
合
会
後
期
高
齢
者
医
療
事
業

関
係
業
務（
業
務
勘
定
）特
別
会
計
予
算
補
正

（
第
２
次
） 

議
案
第
５
号
：
令
和
元
年
度
神
奈
川
県
国
民

健
康
保
険
団
体
連
合
会
後
期
高
齢
者
医
療

事
業
関
係
業
務（
後
期
高
齢
者
医
療
診
療
報

酬
支
払
勘
定
）特
別
会
計
予
算
補
正
 

議
案
第
６
号
：
令
和
元
年
度
神
奈
川
県
国
民

健
康
保
険
団
体
連
合
会
後
期
高
齢
者
医
療

事
業
関
係
業
務（
公
費
負
担
医
療
に
関
す
る

診
療
報
酬
支
払
勘
定
）特
別
会
計
予
算
補
正
 

議
案
第
７
号
：
令
和
元
年
度
神
奈
川
県
国
民

健
康
保
険
団
体
連
合
会
介
護
保
険
事
業
関

係
業
務（
業
務
勘
定
）特
別
会
計
予
算
補
正

（
第
２
次
） 

議
案
第
８
号
：
令
和
元
年
度
神
奈
川
県
国
民

健
康
保
険
団
体
連
合
会
障
害
者
総
合
支
援

法
関
係
業
務
等（
業
務
勘
定
）特
別
会
計
予

算
補
正（
第
４
次
） 

議
案
第
９
号
：
令
和
元
年
度
神
奈
川
県
国
民

健
康
保
険
団
体
連
合
会
特
定
健
康
診
査
・
特

定
保
健
指
導
等
事
業
特
別
会
計
予
算
補
正

（
第
２
次
） 

議
案
第
10
号
：
令
和
元
年
度
神
奈
川
県
国
民
健

康
保
険
団
体
連
合
会
第
三
者
行
為
損
害
賠
償

求
償
事
業
特
別
会
計
予
算
補
正（
第
２
次
） 

議
案
第
11
号
：
令
和
元
年
度
神
奈
川
県
国
民

健
康
保
険
団
体
連
合
会
職
員
退
職
手
当
積

立
金
特
別
会
計
予
算
補
正
 

議
案
第
12
号
：
令
和
２
年
度
神
奈
川
県
国
民
健

康
保
険
団
体
連
合
会
事
業
実
施
計
画
 

議
案
第
13
号
：
令
和
２
年
度
神
奈
川
県
国
民

健
康
保
険
団
体
連
合
会
一
般
会
計
予
算
 

議
案
第
14
号
：
令
和
２
年
度
神
奈
川
県
国
民

健
康
保
険
団
体
連
合
会
診
療
報
酬
審
査
支

払（
業
務
勘
定
）特
別
会
計
予
算
 

議
案
第
15
号
：
令
和
２
年
度
神
奈
川
県
国
民

健
康
保
険
団
体
連
合
会
診
療
報
酬
審
査
支

払（
国
民
健
康
保
険
診
療
報
酬
支
払
勘
定
）

特
別
会
計
予
算
 

議
案
第
16
号
：
令
和
２
年
度
神
奈
川
県
国
民

健
康
保
険
団
体
連
合
会
診
療
報
酬
審
査
支

払（
公
費
負
担
医
療
に
関
す
る
診
療
報
酬
支

払
勘
定
）特
別
会
計
予
算
 

議
案
第
17
号
：
令
和
２
年
度
神
奈
川
県
国
民
健

康
保
険
団
体
連
合
会
診
療
報
酬
審
査
支
払

（
出
産
育
児
一
時
金
等
に
関
す
る
支
払
勘
定
）

特
別
会
計
予
算
 

議
案
第
18
号
：
令
和
２
年
度
神
奈
川
県
国
民
健

康
保
険
団
体
連
合
会
診
療
報
酬
審
査
支
払

（
抗
体
検
査
等
費
用
に
関
す
る
支
払
勘
定
）特

別
会
計
予
算
 

議
案
第
19
号
：
令
和
２
年
度
神
奈
川
県
国
民
健

康
保
険
団
体
連
合
会
後
期
高
齢
者
医
療
事
業

関
係
業
務（
業
務
勘
定
）特
別
会
計
予
算
 

議
案
第
20
号
：
令
和
２
年
度
神
奈
川
県
国
民

健
康
保
険
団
体
連
合
会
後
期
高
齢
者
医
療

事
業
関
係
業
務（
後
期
高
齢
者
医
療
診
療
報

酬
支
払
勘
定
）特
別
会
計
予
算
 

議
案
第
21
号
：
令
和
２
年
度
神
奈
川
県
国
民

健
康
保
険
団
体
連
合
会
後
期
高
齢
者
医
療

事
業
関
係
業
務（
公
費
負
担
医
療
に
関
す
る

診
療
報
酬
支
払
勘
定
）特
別
会
計
予
算
 

議
案
第
22
号
：
令
和
２
年
度
神
奈
川
県
国
民

健
康
保
険
団
体
連
合
会
介
護
保
険
事
業
関

内野理事長
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国保連発信

Ⅰ
　重
点
事
項
 

１

国
保
制
度
の
効
率
的
・
安
定
的
な
運
営
に
向

け
た
取
り
組
み
 

２

診
療
報
酬
等
審
査
支
払
業
務
の
充
実
・
強
化

並
び
に
効
率
化
の
取
り
組
み
 

３

医
療
費
適
正
化
の
推
進
等
、保
険
者
支
援
の

充
実
・
強
化
 

４

高
齢
者
医
療
に
係
る
各
業
務
の
円
滑
な
運
営
 

５

介
護
保
険
及
び
障
害
者
総
合
支
援
に
係
る

各
業
務
の
円
滑
な
運
営
 

６

経
費
節
減
の
推
進
と
適
正
で
透
明
な
会
計

事
務
の
遂
行
 

７

情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策
と
危
機
管
理
対
策

の
推
進
 

 

Ⅱ
　事
業
内
容
 

１

診
療
報
酬
等（
国
保
、後
期
高
齢
者
医
療
、公
費

負
担
医
療
）審
査
支
払
業
務
の
円
滑
な
遂
行
 

２

共
同
処
理
事
業
の
効
率
的
・
効
果
的
な
推
進
 

３

介
護
保
険
事
業
の
円
滑
な
運
営
 

４

障
害
者
総
合
支
援
に
係
る
事
業
の
円
滑
な
運
営
 

５

神
奈
川
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
が
行

う
後
期
高
齢
者
医
療
事
務
に
対
す
る
支
援
 

６

保
険
者
が
行
う
保
健
事
業
に
対
す
る
支
援
等
 

７

国
保
・
介
護
保
険
・
後
期
高
齢
者
医
療
を
支

え
る
各
種
事
業
 

８

各
種
会
議
の
開
催
 

９

業
務
の
見
直
し
の
推
進
及
び
公
正
な
執
行
の

確
保
 

10

各
種
会
議
等
へ
の
参
加

令
和
２
年
度
事
業
実
施
計
画

係
業
務（
業
務
勘
定
）特
別
会
計
予
算
 

議
案
第
23
号
：
令
和
２
年
度
神
奈
川
県
国
民

健
康
保
険
団
体
連
合
会
介
護
保
険
事
業
関

係
業
務（
介
護
給
付
費
支
払
勘
定
）特
別
会

計
予
算
 

議
案
第
24
号
：
令
和
２
年
度
神
奈
川
県
国
民

健
康
保
険
団
体
連
合
会
介
護
保
険
事
業
関

係
業
務（
公
費
負
担
医
療
等
に
関
す
る
報
酬

等
支
払
勘
定
）特
別
会
計
予
算
 

議
案
第
25
号
：
令
和
２
年
度
神
奈
川
県
国
民
健

康
保
険
団
体
連
合
会
障
害
者
総
合
支
援
法
関

係
業
務
等（
業
務
勘
定
）特
別
会
計
予
算
 

議
案
第
26
号
：
令
和
２
年
度
神
奈
川
県
国
民

健
康
保
険
団
体
連
合
会
障
害
者
総
合
支
援

法
関
係
業
務
等（
障
害
介
護
給
付
費
・
障
害

児
給
付
費
支
払
勘
定
）特
別
会
計
予
算
 

議
案
第
27
号
：
令
和
２
年
度
神
奈
川
県
国
民

健
康
保
険
団
体
連
合
会
特
定
健
康
診
査
・
特

定
保
健
指
導
等
事
業
特
別
会
計
予
算
 

議
案
第
28
号
：
令
和
２
年
度
神
奈
川
県
国
民

健
康
保
険
団
体
連
合
会
第
三
者
行
為
損
害

賠
償
支
払
勘
定
特
別
会
計
予
算
 

議
案
第
29
号
：
令
和
２
年
度
神
奈
川
県
国
民

健
康
保
険
団
体
連
合
会
職
員
退
職
手
当
積

立
金
特
別
会
計
予
算
 

議
案
第
30
号
：
令
和
２
年
度
神
奈
川
県
国
民

健
康
保
険
団
体
連
合
会
職
員
退
職
手
当
積

立
金
の
取
り
崩
し
に
つ
い
て
 

議
案
第
31
号
：
令
和
２
年
度
神
奈
川
県
国
民

健
康
保
険
団
体
連
合
会
国
保
会
館
建
設
資

金
等
積
立
金
の
取
り
崩
し
に
つ
い
て
 

議
案
第
32
号
：
令
和
２
年
度
神
奈
川
県
国
民

健
康
保
険
団
体
連
合
会
財
政
調
整
基
金
積

立
資
産
の
取
り
崩
し
に
つ
い
て
 

議
案
第
33
号
：
令
和
２
年
度
神
奈
川
県
国
民

健
康
保
険
団
体
連
合
会
減
価
償
却
引
当
資

産
の
取
り
崩
し
に
つ
い
て
 

議
案
第
34
号
：
令
和
２
年
度
神
奈
川
県
国
民
健

康
保
険
団
体
連
合
会
Ｉ
Ｃ
Ｔ
等
を
活
用
し
た

審
査
支
払
事
業
等
の
高
度
化
･効
率
化
の
た

め
の
積
立
資
産
の
取
り
崩
し
に
つ
い
て
 

議
案
第
35
号
：
令
和
２
年
度
神
奈
川
県
国
民

健
康
保
険
団
体
連
合
会
歳
計
現
金
預
入
先

金
融
機
関
に
つ
い
て
 

議
案
第
36
号
：
神
奈
川
県
国
民
健
康
保
険
団

体
連
合
会
役
員（
理
事
）の
選
任
に
つ
い
て

令和２年度神奈川県国民健康保険団体連合会会計予算額
会　　計　　名 令和２年度 令和元年度 比較増減（千円）　 対前年度比率（％） 予算額（千円） 予算額（千円）  

1 一 般 会 計 
 
2 診療報酬審査支払（業務勘定）特別会計 
 
3 診 療報酬審査支払（国民健康保険 
診 療 報 酬 支 払 勘 定 ）特 別 会 計 

4 診療報酬審査支払（公費負担医療に関する 
診 療 報 酬 支 払 勘 定 ）特 別 会 計 

5 診療報酬審査支払（出産育児一時金等に 
関 す る 支 払 勘 定 ）特 別 会 計 

6 診 療 報 酬 審 査 支 払（ 抗 体 検 査 等 
費 用に関する支払勘定）特別会計 

7 後 期 高 齢 者 医 療 事 業 関 係 
業 務（ 業 務 勘 定 ）特 別 会 計 

8 後期高齢者医療事業関係業務（後期高齢者 
医療診療報酬支払勘定）特別会計 

9 後期高齢者医療事業関係業務（公費負担 
医療に関する診療報酬支払勘定）特別会計

 
10 介護保険事業関係業務（業務勘定）特別会計  

11 介 護 保 険 事 業 関 係 業 務 
（ 介 護 給 付 費 支 払 勘 定 ）特 別 会 計 

12 介護保険事業関係業務（公費負担医療等に 
関する報酬等支払勘定）特別会計 

13 障 害 者 総 合 支 援 法 関 係 業 務 等 
（ 業 務 勘 定 ） 特 別 会 計 

14 障害者総合支援法関係業務等（障害介護 
給付費・障害児給付費支払勘定）特別会計 

15 特定健康診査・特定保健指導等事業特別会計 
 
16 第三者行為損害賠償支払勘定特別会計 
 
17 職 員 退 職 手 当 積 立 金 特 別 会 計 
 
　　　　　　　　合　　　　　　計 

996,207 1,112,283 △ 116,076 △ 10.44 

5,426,587 4,937,136 489,451 9.91 

591,980,270 595,804,378 △ 3,824,108 △ 0.64 

32,225,830 31,829,235 396,595 1.25 

3,927,274 4,032,273 △ 104,999 △ 2.60 

5,509,190 2,602,883 2,906,307 111.66 

3,692,989 3,936,002 △ 243,013 △ 6.17 

995,098,473 941,297,742 53,800,731 5.72 

2,220,019 1,879,517 340,502 18.12 

3,218,395 3,185,087 33,308 1.05 

663,071,083 652,489,009 10,582,074 1.62 

8,251,217 8,255,533 △ 4,316 △ 0.05 

524,274 488,588 35,686 7.30 

221,914,313 193,453,349 28,460,964 14.71 

5,816,071 5,434,095 381,976 7.03 

1,603,502 1,540,319 63,183 4.10 

296,522 306,900 △ 10,378 △ 3.38 

2,545,772,216 2,452,584,329 93,187,887 3.80
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診療（調剤）報酬実績【国民健康保険】

 【保険者別１人当たり費用額（一般＋退職）】

《11月診療分》（一般＋退職）

 【保険者別受診率（一般＋退職）】

《12月診療分》（一般＋退職）

《1月診療分》（一般＋退職）

※件数の合計に食事療養費は含まない　※日数の合計に調剤・食事療養費は含まない

被保険者数 区　　分 件　　数 日　　数 費 用 額 1件当たり費用額 1人当たり費用額 受 診 率 
　　　　　　 人 　　　　　　　　　件 　　　　　　　　　 日 　　　　　　　　　　　　　円 　　　　　　　　　　　円 　　　　　　　　　　　円 　　　　 ％ 

入　院 31,368 470,461 19,355,091,330 617,033 9,984 1.62 
入院外 1,332,282 1,985,381 20,126,902,280 15,107 10,383 68.73 
歯　科 318,555 549,655 4,025,119,780 12,636 2,076 16.43 

1,938,530
小　　　計 1,682,205 3,005,497 43,507,113,390 25,863 22,443 86.78 
調　　　剤 972,906 1,133,658 11,116,260,950 11,426 5,734  
訪 問 看 護 6,509 40,910 470,269,710 72,249 243  
食事療養費 29,612 1,199,213 796,012,817 26,881 411  
合　　　計 2,661,620 3,046,407 55,889,656,867 20,998 28,831

診
療
費

被保険者数 区　　分 件　　数 日　　数 費 用 額 1件当たり費用額 1人当たり費用額 受 診 率 
　　　　　　 人 　　　　　　　　　件 　　　　　　　　　 日 　　　　　　　　　　　　　円 　　　　　　　　　　　円 　　　　　　　　　　　円 　　　　 ％ 

入　院 31,965 473,989 19,673,341,600 615,465 10,112 1.64 
入院外 1,419,104 2,157,775 20,750,957,750 14,623 10,666 72.94 
歯　科 341,964 591,265 4,388,146,800 12,832 2,256 17.58 

1,945,528
小　　　計 1,793,033 3,223,029 44,812,446,150 24,993 23,034 92.16 
調　　　剤 1,043,707 1,246,227 12,196,326,890 11,686 6,269  
訪 問 看 護 6,179 39,510 453,490,090 73,392 233  
食事療養費 30,167 1,211,438 803,914,511 26,649 413  
合　　　計 2,842,919 3,262,539 58,266,177,641 20,495 29,949

診
療
費

被保険者数 区　　分 件　　数 日　　数 費 用 額 1件当たり費用額 1人当たり費用額 受 診 率 
　　　　　　 人 　　　　　　　　　 件 　　　　　　　　　 日 　　　　　　　　　　　　　円 　　　　　　　　　　　円 　　　　　　　　　　　円 　　　　 ％ 

入　院 32,574 464,880 19,433,619,390 596,599 9,950 1.67 
入院外 1,386,261 2,125,462 20,448,435,300 14,751 10,470 70.98 
歯　科 335,113 591,994 4,370,832,460 13,043 2,238 17.16 

1,953,109
小　　　計 1,753,948 3,182,336 44,252,887,150 25,230 22,658 89.80 
調　　　剤 1,006,525 1,200,852 11,314,475,900 11,241 5,793  
訪 問 看 護 6,186 40,019 453,822,440 73,363 232  
食事療養費 30,872 1,187,275 788,071,111 25,527 403  
合　　　計 2,766,659 3,222,355 56,809,256,601 20,534 29,087

診
療
費

１人当たり費用額（円）

食
品
衛
生
国
保

歯
科
医
師
国
保

医
師
国
保

清
川
村

愛
川
町

湯
河
原
町

真
鶴
町

箱
根
町

開
成
町

山
北
町

松
田
町

大
井
町

中
井
町

二
宮
町

大
磯
町

寒
川
町

葉
山
町

綾
瀬
市

南
足
柄
市

座
間
市

海
老
名
市

伊
勢
原
市

大
和
市

厚
木
市

秦
野
市

三
浦
市

逗
子
市

茅
ヶ
崎
市

小
田
原
市

藤
沢
市

鎌
倉
市

平
塚
市

横
須
賀
市

相
模
原
市

川
崎
市

横
浜
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建
設
連
合
国
保

建
設
業
国
保

薬
剤
師
国
保
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綾
瀬
市

南
足
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大
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市
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野
市

三
浦
市

逗
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市

茅
ヶ
崎
市
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田
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市
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市
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国
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薬
剤
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国
保
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国保連発信
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診療（調剤）報酬実績【後期高齢者医療】

介護給付費の状況

種　　類 件　　数（件） 費 用 額 （円） 介護給付費 （円） 利用者負担額（円） 公費負担額 （円） 
訪 問 通 所 サ ー ビ ス 374,887 17,121,538,546 15,067,524,646 1,684,401,819 369,612,081 
短 期 入 所 サ ー ビ ス 21,128 2,148,588,734 1,827,613,329 308,529,265 12,446,140 
居 宅 療 養 管 理 指 導 147,498 1,200,999,160 1,052,327,165 120,114,569 28,557,426 
地域密着型サービス 65,095 9,228,504,684 8,152,821,293 906,987,245 168,696,146 
特定施設入居者生活介護 22,289 5,105,646,077 4,422,546,010 666,502,212 16,597,855 
居　宅　介　護　支　援 204,558 2,731,835,742 2,731,835,742 0 21,439,938 
施　設　サ　ー　ビ　ス 55,211 19,706,259,449 16,720,380,803 2,819,485,604 166,393,042 
市 町 村 特 別 給 付 13 71,650 64,485 7,165 0 
　　　合　　　計 890,679 57,243,444,042 49,975,113,473 6,506,027,879 783,742,628 

介護給付費統計 （令和元年11月審査分）

種　　類 件　　数（件） 費 用 額 （円） 介護給付費 （円） 利用者負担額（円） 公費負担額 （円） 
訪 問 通 所 サ ー ビ ス 380,514 17,056,905,045 15,010,372,319 1,681,102,836 365,429,890 
短 期 入 所 サ ー ビ ス 21,907 2,204,147,855 1,875,439,767 315,659,212 13,048,876 
居 宅 療 養 管 理 指 導 150,869 1,220,142,690 1,069,131,594 122,922,861 28,088,235 
地域密着型サービス 67,278 9,300,944,256 8,218,175,119 914,761,973 168,007,164 
特定施設入居者生活介護 22,944 5,088,720,547 4,403,618,841 666,240,356 18,861,350 
居　宅　介　護　支　援 206,679 2,756,952,876 2,756,952,876 0 21,201,821 
施　設　サ　ー　ビ　ス 56,112 19,459,703,056 16,514,600,476 2,778,430,539 166,672,041  
市 町 村 特 別 給 付 20 142,650 128,385 14,265 0 
　　　合　　　計 906,323 57,087,658,975 49,848,419,377 6,479,132,042 781,309,377 

（令和元年12月審査分）

種　　類 件　　数（件） 費 用 額 （円） 介護給付費 （円） 利用者負担額（円） 公費負担額 （円） 
訪 問 通 所 サ ー ビ ス 379,627 16,812,546,271 14,797,838,627 1,649,818,924 364,888,720 
短 期 入 所 サ ー ビ ス 21,434 2,178,819,192 1,852,308,227 313,486,548 13,024,417 
居 宅 療 養 管 理 指 導 148,662 1,204,036,010 1,055,092,739 120,021,877 28,921,394 
地域密着型サービス 66,686 9,300,028,551 8,216,576,182 912,746,906 170,705,463 
特定施設入居者生活介護 22,943 5,248,136,593 4,543,433,366 687,757,367 16,945,860 
居　宅　介　護　支　援 205,800 2,744,209,740 2,744,205,206 0 20,826,792 
施　設　サ　ー　ビ　ス 55,660 19,920,387,594 16,903,918,290 2,845,700,547 170,768,757 
市 町 村 特 別 給 付 16 103,980 93,582 10,398 0 
　　　合　　　計 900,828 57,408,267,931 50,113,466,219 6,529,542,567 786,081,403 

（令和２年1 月審査分）

※件数の合計に食事療養費は含まない　※日数の合計に調剤・食事療養費は含まない

被保険者数 区　　分 件　　数 日　　数 費 用 額 1件当たり費用額 1人当たり費用額 受 診 率 
　　　　　　 人 　　　　　　　　　 件 　　　　　　　　　 日 　　　　　　　　　　　　　円 　　　　　　　　　　　円 　　　　　　　　　　　円 　　　　 ％ 

入　院 59,929 917,296 35,511,161,230 592,554 31,172 5.26 
入院外 1,569,761 2,690,204 25,212,037,710 16,061 22,131 137.79 
歯　科 291,670 538,057 4,071,324,970 13,959 3,574 25.60 

1,139,202
小　　　計 1,921,360 4,145,557 64,794,523,910 33,723 56,877 168.66 
調　　　剤 1,198,048 1,508,847 15,481,157,380 12,922 13,589  
訪 問 看 護 6,035 46,884 574,350,890 95,170 504  
食事療養費 56,071 2,170,812 1,474,339,465 26,294 1,294  
合　　　計 3,125,443 4,192,441 82,324,371,645 26,340 72,265

診
療
費

被保険者数 区　　分 件　　数 日　　数 費 用 額 1件当たり費用額 1人当たり費用額 受 診 率 
　　　　　　 人 　　　　　　　　　 件 　　　　　　　　　 日 　　　　　　　　　　　　　円 　　　　　　　　　　　円 　　　　　　　　　　　円 　　　　 ％ 

入　院 59,943 948,951 36,966,440,530 616,693 32,393 5.25 
入院外 1,592,694 2,698,242 25,369,675,140 15,929 22,231 139.57 
歯　科 298,010 542,048 4,090,489,720 13,726 3,584 26.11 

1,141,180
小　　　計 1,950,647 4,189,241 66,426,605,390 34,054 58,209 170.93 
調　　　剤 1,231,857 1,547,959 16,694,980,120 13,553 14,630  
訪 問 看 護 6,091 48,162 590,001,710 96,865 517  
食事療養費 56,176 2,255,455 1,532,689,756 27,284 1,343  
合　　　計 3,188,595 4,237,403 85,244,276,976 26,734 74,698

診
療
費

被保険者数 区　　分 件　　数 日　　数 費 用 額 1件当たり費用額 1人当たり費用額 受 診 率 
　　　　　　 人 　　　　　　　　　 件 　　　　　　　　　 日 　　　　　　　　　　　　　円 　　　　　　　　　　　円 　　　　　　　　　　　円 　　　　 ％ 

入　院 58,730 957,698 36,804,540,640 626,674 32,235 5.14 
入院外 1,508,991 2,491,593 24,742,925,900 16,397 21,671 132.16 
歯　科 280,396 503,897 3,716,258,050 13,254 3,255 24.56 

1,141,766
小　　　計 1,848,117 3,953,188 65,263,724,590 35,314 57,160 161.86 
調　　　剤 1,162,733 1,427,690 15,233,323,070 13,101 13,342  
訪 問 看 護 6,280 47,739 588,117,035 93,649 515  
食事療養費 54,804 2,284,182 1,551,213,566 28,305 1,359  
合　　　計 3,017,130 4,000,927 82,636,378,261 27,389 72,376

診
療
費

《11月診療分》

《12月診療分》

《1月診療分》

国保連発信
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７
日
　
介
護
サ
ー
ビ
ス
苦
情
処
理
委
員
会

（
国
保
会
館
） 

14
日
　
介
護
サ
ー
ビ
ス
苦
情
処
理
委
員
会

（
国
保
会
館
） 

15
日
　
保
険
者
協
議
会
事
業
検
討
委
員
会

（
国
保
会
館
） 

16
日
　
広
報
委
員
会

（
国
保
会
館
） 

19
日
　
診
療
報
酬
審
査
委
員
会（
〜
24
日
）

　
　
　
  　（
国
保
会
館
） 

20
日
　
柔
道
整
復
施
術
療
養
費
審
査
委
員
会

（
国
保
会
館
） 

20
日
　
保
険
料（
税
）徴
収
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
派
遣

（
逗
子
市
） 

21
日
　
療
養
費
審
査
委
員
会

（
国
保
会
館
） 

21
日
　
介
護
サ
ー
ビ
ス
苦
情
処
理
委
員
会

（
国
保
会
館
） 

22
日
　
神
奈
川
県
在
宅
保
健
師
会「
い
ち
ょ
う
の
会
」役
員
会

（
国
保
会
館
） 

23
日
　
介
護
給
付
費
等
審
査
委
員
会

（
国
保
会
館
） 

23
日
　
診
療
施
設
運
営
連
絡
協
議
会
・
診
療
施
設
部
会

（
国
保
会
館
） 

28
日
　
介
護
サ
ー
ビ
ス
苦
情
処
理
委
員
会

（
国
保
会
館
） 

28
日
　
第
２
回
保
健
事
業
推
進
協
議
会

（
国
保
会
館
） 

29
日
　
神
奈
川
県
都
市
国
保
連
絡
協
議
会
・
都
市
部
会

（
川
崎
市
）  

31
日
　
第
41
回
地
域
保
健
師
研
究
発
表
会

（
藤
沢
市
保
健
所
） 

  ４
日
　
介
護
サ
ー
ビ
ス
苦
情
処
理
委
員
会

（
国
保
会
館
） 

５
日
　
運
営
協
議
会

（
国
保
会
館
） 

12
日
　
介
護
サ
ー
ビ
ス
苦
情
処
理
委
員
会
 

（
国
保
会
館
） 

12
日
　
国
保
デ
ー
タ
ベ
ー
ス（
Ｋ
Ｄ
Ｂ
）シ
ス
テ
ム
活
用
研
修
会

（
国
保
会
館
） 

14
日
　
町
村
部
会

（
国
保
会
館
） 

1/15　保険者協議会 
事業検討委員会

1/22　神奈川県在宅保健師会
「いちょうの会」役員会

1/23　診療施設運営連絡協議会



神奈川のこくほ・かいご●国保連日記帳22

18
日
　
柔
道
整
復
施
術
療
養
費
審
査
委
員
会

（
国
保
会
館
） 

18
日
　
介
護
サ
ー
ビ
ス
苦
情
処
理
委
員
会

（
国
保
会
館
） 

19
日
　
療
養
費
審
査
委
員
会

（
国
保
会
館
）　
 

20
日
　
診
療
報
酬
審
査
委
員
会（
〜
25
日
）

（
国
保
会
館
） 

20
日
　
介
護
給
付
費
等
審
査
委
員
会

（
国
保
会
館
） 

21
日
　
理
事
会

（
国
保
会
館
） 

25
日
　
介
護
サ
ー
ビ
ス
苦
情
処
理
委
員
会

（
国
保
会
館
） 

28
日
　
通
常
総
会

（
国
保
会
館
） 

  ２
日
　
保
険
者
事
務
電
算
共
同
処
理
委
員
会

（
書
面
開
催
） 

３
日
　
介
護
サ
ー
ビ
ス
苦
情
処
理
委
員
会

（
国
保
会
館
） 

10
日
　
介
護
サ
ー
ビ
ス
苦
情
処
理
委
員
会

（
国
保
会
館
） 

11
日
　
保
険
者
協
議
会
担
当
者
会
議

（
書
面
開
催
） 

17
日
　
組
合
部
会

（
書
面
開
催
） 

17
日
　
柔
道
整
復
施
術
療
養
費
審
査
委
員
会

（
国
保
会
館
） 

17
日
　
介
護
サ
ー
ビ
ス
苦
情
処
理
委
員
会

（
国
保
会
館
） 

18
日
　
療
養
費
審
査
委
員
会

（
国
保
会
館
） 

20
日
　
診
療
報
酬
審
査
委
員
会（
〜
25
日
）

（
国
保
会
館
） 

23
日
　
介
護
給
付
費
等
審
査
委
員
会

（
国
保
会
館
） 

23
日
　
介
護
保
険
部
会

（
書
面
開
催
） 

24
日
　
介
護
サ
ー
ビ
ス
苦
情
処
理
委
員
会

（
国
保
会
館
） 

31
日
　
介
護
サ
ー
ビ
ス
苦
情
処
理
委
員
会

（
国
保
会
館
） 

2/21　理事会 2/14　町村部会

1/29　都市部会2/5　運営協議会2/12　国保データベース（KDB）
システム活用研修会
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１日 人事異動 

22日 「いちょうの会」役員会 神奈川県国保会館 

下旬 広報委員会 神奈川県国保会館 

 

4月

　
年
明
け
間
も
な
く
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
に
関
す
る
報
道
が
始
ま
り
、
そ
れ
は
三
月

に
な
っ
た
今
も
、
連
日
連
夜
続
い
て
い
る
。

も
た
ら
さ
れ
る
情
報
に
驚
き
つ
つ
も
、
ど
こ

か
で
ま
だ
、
身
近
で
起
き
て
い
る
と
い
う
実

感
が
わ
か
ず
に
い
た
。
　
　
　
 

　
と
こ
ろ
が
最
近
は
、
様
々
な
物
品
の
不

足
、
イ
ベ
ン
ト
の
延
期
や
中
止
、
学
校
の
休

校
要
請
な
ど
が
さ
れ
、
と
う
と
う
連
合
会
が

関
係
す
る
会
議
等
も
変
更
を
余
儀
な
く
さ
れ

る
状
況
が
出
て
き
た
。
途
端
に
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
が
身
近
に
感
じ
ら
れ
、
不
安
が
よ

ぎ
る
。
 

　
例
年
は
、
春
を
感
じ
る
こ
の
季
節
、
花
粉

症
に
苦
し
み
な
が
ら
も
、
桜
の
開
花
を
待
ち

な
が
ら
、
花
見
の
予
定
を
立
て
て
い
る
。
天

気
予
報
に
よ
る
と
、
今
年
、
横
浜
は
全
国
で

一
番
早
い
開
花
予
想
の
よ
う
だ
。
せ
め
て
花

見
く
ら
い
楽
し
も
う
、
と
思
っ
た
と
こ
ろ
、

し
か
し
と
い
う
か
、
や
は
り
と
い
う
か
、
花

見
の
自
粛
も
発
表
さ
れ
た
。
と
に
か
く
人
が

集
ま
る
の
は
ク
ラ
ス
タ
ー
感
染
に
つ
な
が
る

恐
れ
が
あ
る
よ
う
だ
。
目
に
見
え
な
い
も
の

を
予
防
す
る
に
は
大
人
し
く
家
に
い
る
の
が

一
番
な
の
か
？
 

　
編
集
後
記
を
考
え
な
が
ら
少
し
寂
し
い
気

持
ち
に
な
っ
て
き
た
が
、
今
回
、
本
誌
の
表

紙
は
厚
木
市
さ
ん
提
供
の
ぼ
う
さ
い
の
丘
公

園
の
桜
の
写
真
。
な
が
め
て
い
た
ら
、
い
つ

も
の
春
気
分
が
戻
っ
て
き
た
。

伝言板

健康劇 （健康まつり事業等支援事業）
　本会では、保険者を支援する保健事業として健康劇（健康まつり事業等支援事業）があります。
神奈川県在宅保健師会「いちょうの会」の“いちょう座”が上演しており、住民の方々に寸劇を
とおして健康教育を行うことを目的としております。シナリオは新たに「糖尿病」が加わり全６
作品です。興味のある保険者は本会保健事業課までお問い合わせください。

〈シナリオ〉 
１．演目：骨粗しょう症 
題名：「家族みんなで骨元気！」 

２．演目：動脈硬化 
題名：「あなたの血管、元気？」 

３．演目：特定健診 
題名：「特定健診、受けて知ろう自分のからだ 

　　　　　─転ばぬ先の健康チェック！―」 
　　　　　①主婦編 
　　　　　②自営業の主人編 
　　　　　③子育て中のママ編 

４．演目：糖尿病 
題名：「糖尿病予備群。脱出、成功 !!」 

 
※詳しくは本会ホームページ「いちょうの会」をご覧ください 

特定健診、受けて知ろう自分のからだ

問い合わせ先 
保健事業課　保健事業係 
　TEL. 045-329-3462（直通） 
　E-mail : hoken＠kanagawa-kokuho.or.jp



　本会では国保保険者の皆さまを対象に（※）健康測定機器等の貸出事業を無償でおこな
っております。健康まつり、健康教育等の機会で是非ご活用ください。 
※国保主管課及び保健師主管課のみ対象です。 

●お申し込み● 
国保連合会ホームページ『国保保険者のみなさまへ』から「健康測定機器等の貸出状況」で
空き状況を確認し、国保連合会保健事業係に電話で仮予約をおこなってください。 
※貸出は6カ月前から仮予約できます。（『国保保険者のみなさまへ』にはID･パスワードが必要です） 
ホームページアドレス　 

お問い合わせ先 
保健事業課　保健事業係　045-329-3462（直通） 
Ｅメールアドレス　hoken@kanagawa-kokuho.or.jp 

今回ご紹介する機器は… 

「脳年齢計」
保健事業課 Ｈ・Ｄさん
が体験 !!

脳年齢は 35歳!! 
実年齢より 6歳若い!!

果結

●体験者の感想●

簡単にできる脳トレ体操 
※遅れ指体操 
両手を広げ、左手の親指を折った状態からスタート
し、右手の親指を折る、左手は人差し指を折るとい
うように、左手を右手より 1つ遅らせて数え始める
体操です。 
順番に 10まで数えると右手はパー、左手は親指を
折った状態に戻ります。

ささやかながらも地道に
脳を使えていたのか、実
年齢より若い年齢で安心
しました。遅れ指体操※

は気軽にできそうなの
で、実施してみようと思
います。

１～25までの数字を 
出来るだけ早く 

タッチしていきます。

ゲームみたいで 
楽しみながら 
測定できます。

定測

脳の元気度（疲れにくさ）、すばやさ、有効活
用度、年齢や脳の疲労度（ストレス度）や回転
の早さなどを知ることができます。
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